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令 和 ８ 年 (202 6 年 )４ 月 ２ 日  

 

各医療機関の管理者  様 

 

山口県健康福祉部医務保険課長  

 

 

医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について（オンライン診療関係） 

 

 

 このことについて、別添のとおり厚生労働省医政局長から通知がありましたのでお知らせ

します。 

 なお、今回の医療法等の一部改正に伴い、「山口県医療法施行細則」の改正も併せて行い

ました。改正した県様式等につきましては、下記の山口県医務保険課ホームページを御確認

ください。 

 

記 

 

〇山口県医務保険課ホームページ「オンライン診療について」 

  https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/46/341671.html 

 

〇厚生労働省ホームページ「オンライン診療について」 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html 
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